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令和8年3月31日 
地域密着型サービス事業所　管理者　様
通所型・訪問型サービス事業所 管理者 様

　　　那珂川市長　武末　茂喜　　　
（高齢者支援課介護保険担当）

令和8年度介護職員等処遇改善加算の届出について（通知）

介護職員等処遇改善加算につきまして、従来、加算等を算定しようとする２カ月前の末日までに届出が必要でしたが、令和8年4月及び5月からの算定分の届出については、令和8年4月15日（水）までに提出することとなりましたので、下記を参照の上、お手続きいただきますようお願いします。
※令和7年度以前から当該加算等を算定している場合も、令和8年度分を算定する場合は改め
て届出の提出が必要になりますので、ご留意ください。

記

1． 令和8年度介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書について
前年度までの計画書の様式は使用できませんので、お間違えのないようお願いします。
計画書の作成にあたっては、厚生労働省のホームページに記入方法の動画が掲載されています。
【URL】https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html

２．提出書類について
[bookmark: _Hlk225845630]（１）必須書類（加算の変更がある場合は③④含む）
①処遇改善加算総括表（別紙様式２－１）　
　　　②処遇改善加算個票　（別紙様式２－２）
　　　③那珂川市介護予防・日常生活支援総合事業変更届出書
　　　④介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

[bookmark: _Hlk225845661]（２）賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合
　　　・特別な事業に係る届出書（別紙様式５）
　　　※経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字の状況で、事業の継続を図るため、介護職員の賃金水準を引き下げざるを得ない場合に提出してください。

（３）市から求めがあった場合
　　　以下の書類については、求めがあった場合に提出することとなっておりますので、整備・保管を徹底してください。
　①就業規則及び賃金規程
　②職員の職責、職務内容に応じた任用案件及び賃金体系
　③昇給の仕組みについて明文化した書面
　④サービス提供体制強化加算等、必要な加算を取得していることが分かる書類
（受付済の届出書の写し等）

３．提出について
（１）提出締切　　令和８年4月15日（水）必着

（２）提出方法　　原則、厚生労働省の「電子申請・届出システム」でご提出ください。
やむを得ない場合は、従来通り持参又は簡易書留・レターパックでご提出ください。

（３）あて先　　　〒811-1292　那珂川市西隈1丁目1番1号
　　　　　　　　　那珂川市高齢者支援課介護保険担当　あて

[bookmark: _Hlk225847377][bookmark: _Hlk225847408]４．様式データ等の取得について
【那珂川市ホームページ】トップページ＞分類で探す＞事業者の皆さん＞事業者向け申請・届出＞福祉・医療(事業者向け）＞令和8年度介護職員等処遇改善加算の届出
【福岡県ホームページ】　https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/8syogukaizen.html#1

５．その他、届出に当たっての留意事項
[bookmark: _Hlk162602307]・郵送の場合は、必ず簡易書留又はレターパックでお送りいただき、封筒の表に「令和8年度介護職員処遇改善加算等届出書在中」と朱書きしてください。
※普通郵便にて送付された場合、配達状況が確認できないため、万一、届出書類が到着しなかった場合、対応いたしかねます。あらかじめ、ご了承ください。
・複数の事業所をまとめて届出をする場合において、その中の事業所に本市所管以外の事業所が含まれる場合には、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要になります。
※本市所管の介護保険サービスにおいて加算取得の予定がない場合、本市への届出は必要ありません。
・既に都道府県、政令指定都市その他の指定権者に提出したもので、内容を満たすものがある場合は、その写しの提出でも構いません。（誤提出を避けるため。提出先のみ「那珂川市」と加筆の上ご提出ください。）
・加算等を算定した場合は、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月（通常は7月末）までに、実績報告書を提出する必要があります。また、実績報告は、届出の区分（事業所単位、法人単位）と一致する必要があります。
・加算等の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回る必要があり、加算による収入額を下回ることは想定されていません。このため、加算による収入額に相当する賃金改善を必ず実施してください。
・国のＱ＆Ａや加算に関する資料については、福岡県のホームページに掲載されていますので、ご確認ください。
【URL】https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/7syogukaizenkasan.html



＜問い合わせ先＞
那珂川市健康福祉部高齢者支援課
介護保険担当　朽網・梅野
TEL　092-953-2211（内線：147）


